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知的障がい児者・自閉症児者のための

生サポは知的障がい児者・自閉症児者の暮らしを支援します。

普通傷害保険（特定障害者福祉団体傷害保険特約、弁護士費用等補償特約、
職業従事中事故対応費用補償特約、地震・噴火・津波危険補償特約セット）

生 活 サ ポ ー ト
総 合 補 償 制 度

本書6ページの補償概要および別紙の重要事項説明書（「契約概要」・「注意喚起情報」）には、ご契約にあたっての重要な事項が記載されていますので、必ず事前に
ご一読ください。特に、「保険金をお支払いできない主な場合」など、皆様にとって不利益な情報が記載された部分については、その内容について必ずご確認ください。

ご加入の皆様へ

一般社団法人 全国知的障害児者生活サポート協会

補償プランCとは

個人賠償責任
保険金

個人賠償責任
保険金

弁護士費用等
補償

弁護士費用等
補償

補償プランC
（就労支援プラン）

こんな時、安心の生活サポート！

補償プランⒸは一般就労者や就労移行支援および就労継続支援ＡＢ型事業所を利用している方、
あるいは、病気入院のご心配は少なく、おもに日常生活中や職業従事中に他人に損害を与えた時
の補償、弁護士相談が必要な方におすすめです。

職業従事中事故
対応費用補償

職業従事中事故
対応費用補償

●●●●●●●サポート協会



શࠃͰ13�,000人のΈな͞·に
͝ར用͍͍ͨͩて͍る補償੍度Ͱ͢ɻ

ձʹご入ձ͍ͨͩ͘ͱɺපؾέΨʹΑΔ入ӃഛঈނࣄͳͲΛิঈ͢Δ
ʮੜ׆αϙʔτ૯߹ิঈ੍ʯΛごར༻͍͚ͨͩ·͢ɻ

ಛ　

͜Μな࣌に͓にཱͪ·͢ɻ
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大分
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山口

和歌山

山形

ࣗసंͰࡀ��உੑͱিಥ͠ɺ
உੑ࠳ইΛෛ͍
ऴৗ࣌հ͕ޢ
ඞཁͱͳͬͨɻ
�ԯ����ສԁͷഛঈɻ

個人賠償責任保険金

1億3,000万円͓ࢧ
อܭ߹ۚݥ

� 入院څ金既往症、てΜかΜも補償
� 個人賠償3ߴ࠷ԯԁまで補償

� ୁ・ނࣄなどの被害ٮ ・ัޯ ཹに対ԠするͨΊの弁護士費用を補償
� ब࿑中ʢ˞ʣのτラϒϧも補償ʢ˞ब࿑Ҡࢧߦԉɾब࿑ܧଓࢧԉ"ɾ#ܕؚΉʣ

� 年ྩにかかΘらͣ、త障がいࣇ者、ࣗ ด症ࣇ者のํであれご加入い͚ͨͩます。
� 。による入院を補償しますؾに͓͚るέΨප׆間҆৺補償�日ৗੜ࣌�2

Ψϥεʹিಥͯ͠
྾ইΛෛ͍ɺʹإ
��ؒ௨Ӄͨ͠ɻ

死亡・後遺障害・入院・通院・手術ʗ֤保険金

30,000円

ᶍ௨Ӄอۚݥ
ɹ����ԁ �̫� �́����ԁ

ࢧ͓
อܭ߹ۚݥ

େ͖ͳԻʹ͖ڻɺۙ ͘ʹ͍ͨਓΛ
ಥ͖ඈ͠έΨΛͤͯ͞͠·ͬͨɻ
ΕୁัɻݺΛܯ
อऀޢͷ໘会͕ೝΊΒΕͣɺ
ห࢜ޢʹݟΛґཔͨ͠ɻ
ʢޡೝୁัʣ

େ͖ͳԻʹ͖ڻɺۙ ͘ʹ͍ͨਓΛ
ಥ͖ඈ͠έΨΛͤͯ͞͠·ͬͨɻ
ΕୁัɻݺΛܯ
อऀޢͷ໘会͕ೝΊΒΕͣɺ
ห࢜ޢʹݟΛґཔͨ͠ɻ
ʢޡೝୁัʣ

弁護士費用等補償

10,000円（弁護士接見費用）͓ࢧ
อܭ߹ۚݥ

Ұൠࣾஂ๏ਓશࠃతোऀࣇੜ׆αϙʵτڠձɺ����ʢฏ��ʣ��݄ʹɺతো͕͍ࣇ ɾऀࣗ ดࣇ
ऀͱͦのՈのੜ্׆Ͱの҆શɾ̓ ৺ͱࢱͷ૿ਐʹد༩͢ΔࣄΛతͱͯ͠ઃཱ͞れ·ͨ͠ɻ
ձɺతো͕͍ࣇ ɾऀࣗ ดऀࣇのৗੜ׆ʹؔΘΔ૬ஊࢧԉۀࣄɺब࿑ʹؔΘΔ૬ஊࢧԉۀࣄɺݖར༴ޢ
ʹؔΘΔ૬ஊࢧԉۀࣄͷۀࣄ�Λ࣮͍ͯ͠ࢪ·͢ɻ
ॿ͚͋͏ͱ͍͏ޓॿͷਫ਼ਆΛபʹɺతো͕͍ऀࣇŋࣗดऀࣇのօ͞·Λ͔͚͕͑のͳ͍ଘࡏͱͯ͠ଊ͑ɺ
ΑΓ๛͔ͳੜ͕׆ૹれΔΑ͏ࢧԉ͍ͯ͠·͢ɻ
શࠃͰのৄ͍͠׆ಈ༰ʹ͍ͭͯɺձのϗʔϜϖʔδʢIUUQT���[FOTBQP�KQ�ʣΛごཡ͍ͩ͘͞ɻ

�,000円（見舞金）͓ࢧ
อܭ߹ۚݥ

৬ࣄैۀ中ނࣄ対Ԡ費用補償
ઌͷۈ௨ΓʹͳΒ͍ͣࢥ
ελοϑΛୟ͍ͯέΨΛͤ͞ɺ
ೖӃͤͯ͞͠·ͬͨɻ
ۚͱͯ͠ݟ͓
�����ԁΛ͓ࢧ͍ͨ͠ɻ

4�,000円͓ࢧ
อܭ߹ۚݥ

入院څ金
ᅅుෲ௧ͷঢ়͕͋Γडͨ͠ͱ͜Ζɺ
ด࠹ͱΘ͔Γ��ؒೖӃͨ͠ɻ

ᶉೖӃॾඅ༻
ɹ����ԁ �̫� �́����ԁ

入院2͔Β

େ͖ͳԻʹ͖ڻ
खΛৼΓճͨͨ͠Ίɺ
ۙ͘ʹ͍ͨঁੑͷ
Λյͯ͠͠·͍ɺڸ؟
ଛഛঈΛෛͬͨɻ

50,000円͓ࢧ
อܭ߹ۚݥ

個人賠償責任保険金

335,000円͓ࢧ
อܭ߹ۚݥ

死亡・後遺障害・入院・通院・手術ʗ֤保険金

ᶌೖӃอۚݥɹ����ԁ �̫�� �́������ԁ
ᶍ௨Ӄอۚݥɹ����ԁ �̫�� �́ �����ԁ
ᶎखज़อݥ ʢۚೖӃதͷखज़ʣ� �́ �����ԁ

τイϨͰస͠ࠨɺ େ଼ࠎᰍ෦Λͨ͠ંࠎɻ
��ؒೖӃ͠खज़ɺ
ୀӃޙϦϋϏϦͰ��௨Ӄͨ͠ɻ

ۙॴͷਓʹఆظతʹ
ΒͤྗΛ͕ݏ
ड͚͓ͯΓɺ
ห࢜ޢ૬ஊ͠ɺ
ଛഛঈΛͨ͠ٻɻ
ʢٮʣ

弁護士費用等補償

350,000円͓ࢧ
อܭ߹ۚݥ

（法律相談費用）
（損害賠償請求費用）
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ɾඃอ͕ऀݥ๏తͳഛঈΛෛ͏߹ʹݶΓ·͢ɻඃอऀݥのൣғิঈ֓ཁΛごࢀর͍ͩ͘͞ɻ
ɾอۚݥɺඃอ͕ऀݥෛ୲͢Δଛഛঈののׂ߹ʹԠ͓ͯ͡ࢧ͍͠·͢ɻಉҰのඃอ͕ऀݥɺ
ಛఆのߦҝΛ܁Γฦ͠͏ߦ߹ɺނࣄのൃੜΛ༧ݟͰ ʮ͖ۮવͳނࣄʯͱ͍͑ͳ͍߹ɺิ ঈ
のରͱͳΓ·ͤΜɻ

ඃอ͕ऀݥපؾέΨͷ࣏ ʢྍྍ࣏ͷͨΊͷࠪݕΛؚΉɻʣʹ ΑΓɺิ ঈؒظதʹ։ͨ࢝͠
ೖӃ͕ิঈͷରͱͳΓ·͢ɻ
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⑦入院諸費用
入Ӄ̍ʹ͖ͭ

④被害者見舞・治療等費用
༺入අߪݟۚɺݟ❞
ɹඃࢮऀの߹ʜ��ສԁݶ
ɹඃऀ入Ӄの߹ʜɹ�ສԁݶ
❟ඃऀのҩྍॲஔɺ入Ӄඅ༻
❠ࡇඅ༻

⑧死亡保険金

⑨後遺障害保険金
のఔʹԠͯ͡Ҩোޙ

⑩入院保険金
入Ӄ̍ʹ͖ͭʢ���ݶʣ

⑪通院保険金
௨Ӄ̍ʹ͖ͭʢ��ݶʣ

①損害賠償請求費用
ֹݶࢧΓͨ͋ނࣄ̍

②法律相談費用
ʣݶֹʢ̍ճ�ສԁݶࢧΓͨ͋ނࣄ̍

③弁護士接見費用
ֹݶࢧΓͨ͋ނࣄ̍

⑤損壊財物復旧費用

⑫手術保険金
ճ͖̍ͭʹނࣄ̍

⑬地震・噴火・津波補償

⑥個人賠償責任補償
ֹݶࢧΓͨ͋ނࣄ̍

入院給付金ʢطԟɺͯ Μ͔Μൃ࡞ͳͲʹΑΔೖӃରͱͳΓ·͢ɻʣ

ৗੜ׆தʹۮવͳނࣄʹΑΓଞਓʹέΨΛͤͨ͞Γɺଞਓͷ˞�ʹ
ଛΛ༩͑ͯ๏্ͷଛഛঈΛෛͬͨ߹͕ิঈͷରͱͳΓ·͢ɻ

個人賠償責任保険金 ˞�

ඃอิ͕ऀݥঈؒظதʹέΨΛඃͬͨ߹͕ิঈͷରͱͳΓ·͢ɻ

死亡・後遺障害・入院・通院・手術／各保険金

ɾੑܹٸのͳ͍ࣗইߦҝิঈのରͱͳΓ·ͤΜɻ
ɾͯ Μ͔ΜΛؚΉ࣬ױ࣬පɾ৺ਆࣦʹΑͬͯੜͨ͡έΨิঈのରͱͳΓ·ͤΜɻ
ɾᶌ入Ӄอۚݥʮ入Ӄڅۚʯᶉ入Ӄॾඅ༻ͱॏෳ͓ͯ͠ࢧ͍͠·͢ɻ
ɾࢮอۚݥのडऔਓ๏ఆ૬ଓਓͱͳΓ·͢ɻ
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入院2日目から 補償プラン C補償プラン C

/&8

補償項目補　償　内　容

掛金（1年間）

よくあるご質問を
ご紹介します。
よくあるご質問を

Q & A

いいえ。
医師の診察は不要です。

加入する際に医師の診察などが
必要ですか？

Q

既往症で入院しても、
支払い対象になりますか？

Q

現在治療中なのですが、
加入できますか？

Q

中途加入の場合でも口座から
引き落としとなりますか？

Q

何才から加入できますか？Q

A

年令制限はございません。
0才からご加入いただけます。A

はい。
先天性の疾病に起因する病気や、
てんかん発作による入院なども
支払いの対象となります。

A

はい。
治療中の方でもご加入いただけます。
ただし、入院中の場合は、退院後の
新たな入院が支払いの対象になります。
中途加入の場合は、待機期間も
ございますのでご注意ください。

A

いいえ。
中途加入の場合には初年度の
掛金は引き落としとなりません。
指定の口座へお振込みが必要です。
次年度以降は、口座振替となり
自動的に補償が継続されます。

A

ʮˎब࿑ʯʹ ɺब࿑Ҡࢧߦԉ͓Αͼब࿑ܧଓ
ΛؚΈ·͢ɻܕ#ԉ"ɾࢧ

×̍��ิঈ͠·ͤΜ �͔Βิঈ։࢝ʢิঈؒظத��ݶʣ◎入院

入院2日目から
補償期間中30日限度

生活サポート総合補償制度〈就労＊支援プラン〉
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この補償概要の詳細については担当代理店・扱者または引受保険会社にお問い合わせください。
補償概要

●弁護士費用等の補償（国内補償）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 
弁護士費用等補償
■保険金をお支払いする場合

【損害賠償請求費用・法律相談費用】
被保険者が保険期間中に日本国内において次の①～⑤の被害事故を被ることにより、損害
賠償請求を行うために損害賠償請求費用を負担した場合、または弁護士等（注1）への法律相
談を行うことにより法律相談費用を負担した場合
①偶然な事故により被保険者が被った身体の障害または財物の損壊
②消費者被害（注2）
③被保険者が所有する財物を盗取、詐取または横領されること。
④不当解雇
⑤虐待（注3）
（注1）弁護士、司法書士または行政書士をいいます。
（注2） 被保険者が最終消費者として価格が10万円以上の物品を購入したことにより経済的

な不利益を被ることをいい、かつ、その原因が以下の事由、または以下の事由によると疑
われるものとします。
ア事業者の虚偽または誇大な広告その他事業者による消費者の利益を不当に害す行為
イ事業者による消費者の自主的な選択または合理的な選択を阻害する行為

（注3） 虐待とは、障がい者に対する虐待をいい、具体的には以下の行為、または以下の行為に
該当すると疑われるものをいいます。
ア 身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく身体
を拘束すること
イわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
ウ 著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言

動を行うこと
エ 障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、アからウに掲げる行為と同
様の行為の放置など、養護を著しく怠ること
オ財産を不当に処分することその他障がい者から不当に財産上の利益を得ること

【接見費用】
被保険者が保険期間中に身体拘束（逮捕または拘留）され、弁護士への接見（面会）を依頼し
たことにより接見費用を負担した場合。ただし、不起訴または無罪判決となった場合に限ります。
■お支払いする保険金

【損害賠償請求費用・法律相談費用】
1回の被害事故につき、損害賠償請求費用保険金は200万円、法律相談費用保険金につい
ては5万円（1回の相談につき1万円）をお支払いの限度とします。なお、被害事故が虐待であ
る場合、初年度契約の保険責任の開始日から180日以内に発生した虐待については保険金
をお支払いしません。

【接見費用】
1回の身体拘束につき1万円をお支払いの限度とします。
■保険金をお支払いしない主な場合
次の事由によって生じた損害
●故意または重大な過失
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為
●被保険者が受けた診察などの医療行為
● 専ら被保険者またはその使用者の業務の用に供される財物および被保険者またはその使
用者の業務に関連して受託した財物の損壊 …など

●職務中の他人への身体の障害、財物損壊の補償（国内外補償）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職業従事中事故対応費用補償
■保険金をお支払いする場合
被保険者の就業中または職業訓練中の行為による保険期間中の偶然な事故により、他人の
身体の障害または財物の損壊が発生した場合
■お支払いする保険金
被害者へお支払いする次の費用の合計額から自己負担額（3千円）を控除した額をお支払しま
す。ただし、お支払いする保険金は、1回の事故につき保険金額を限度とします。
①被害者見舞・治療等費用
　ア見舞金、見舞品購入費用として負担した費用。ただし、以下の金額を限度とします。
　　　被害者が死亡した場合　10万円
　　　被害者が入院した場合　2万円
　イ 被害者の内科処置、外科処置、Ｘ線検査、歯科処置、緊急移送、入院、補てつ装置および
職業看護師雇入れのために現実に支出した通常要する費用およびそれらに伴う交通費など

　ウ葬祭費用

②損壊財物復旧費用
　損壊した財物の修理費用。（修理できない場合は再取得費用）
■保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかの事由によって生じた損害
●故意
●同居の親族に生じた身体の障害または財物の損壊
●被保険者の使用人が被保険者の事業に従事中に被った身体の障害
●被保険者の占有を離れた財物、または終了した仕事の結果に起因する身体の障害または
財物の損壊

●財物の目減りまたは原因不明の数量不足
●作業によって通常避けることのできない変色、摩耗、品質劣化など
●通常の作業工程上生じた修理または加工の拙劣または仕上不良など
●冷凍・冷蔵装置の電気的・機械的事故、破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度
変化などによる装置内の財物損壊

●他人に損害を与えたときの補償（国内外補償）　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
個人賠償責任補償
■保険金をお支払いする場合
被保険者が、次の偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、国内で電車など（※）
を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合
●本人（加入者証記載の被保険者）の居住のための住宅の所有・使用・管理に起因する事故
●日常生活に起因する事故
（※）電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。
被保険者の範囲
①本人（加入者証記載の被保険者をいいます。）
②本人の親権者
③本人の配偶者
④①から③までの同居の親族
⑤①から③までの別居の未婚の子
⑥ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者
に代わり監督する親族。ただし、本人に関する事故に限ります。
⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、そ
の他の法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、その責任無
能力者に関する事故に限ります。

■お支払いする保険金
次の賠償金や費用の額をお支払いします。

●損害賠償金（1事故につきご加入の保険金額限度）
●訴訟・弁護士費用など
　（お支払いできる額に条件が適用される場合があります。）
（注1） 損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社

の承認が必要です。
（注2） 被害者からの損害賠償請求に対して、保険会社は被害者との示談、調停などの法律行

為を行うことはできませんが、その解決にあたるための助言、協力を行います。
（注3） 他人の物を損壊した場合、それを新しく購入した金額をお支払いする保険ではありませ

ん。破損物の事故日時点での価値（時価額）で算定した損害額また修理費のいずれか
低い額のうち、被保険者の責任の割合に応じた額をお支払いします。

■保険金をお支払いしない主な場合
次の事由によって生じた損害
●故意
●地震・噴火またはこれらによる津波
●職務・アルバイト業務の遂行に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠償責任）
●自動車などの所有・使用・管理による損害賠償責任
●心神喪失による損害賠償責任
●同居の親族に対する損害賠償責任
●他人から借りたり預ったりした物に対する損害賠償責任 …など

●病気やケガで入院したときの補償（国内外補償）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　      
■保険金をお支払いする場合
被保険者が病気またはケガを被り、その直接の結果として保険期間中に開始した入院が所定
の要入院日数以上となった場合
（注1） 病気については、保険期間開始以前の発病についてもお支払いの対象となりますが、

ケガについては、保険期間開始後に被り、かつ、事故日を含めて180日以内に医師の治
療を開始した場合にお支払いの対象となります。

（注2） 当制度に中途で加入された場合、病気による入院についてはご加入日（補償の開始日）
からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に開始した入院がお支払いの対象と
なります。

■お支払いする保険金
傷害疾病入院諸費用保険金
要入院日数以降の入院1日につき傷害疾病入院諸費用保険金日額をお支払いします。ただ
し、保険期間を通じて30日を限度とします。

■保険金をお支払いしない主な場合
次の事由のいずれかによる病気またはケガ
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
● 麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によって被った病気またはケガ。ただし、治療
を目的として医師がこれらの物を用いたことによるものである場合は、保険金をお支払いします。
●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用によって被った病気もしくはケガ。ただし、治療を
目的として医師がこれらの物を用いたことによるものである場合は、保険金をお支払いします。
●放射線照射・放射能汚染
●妊娠または出産
●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
次の事由により被保険者が被ったケガ
●地震・噴火またはこれらによる津波
●自動車・バイク・原動機付自転車などの無資格運転・酒気帯び運転 …など

●ケガをしたときの補償（国内外補償）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　      
■保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金
死亡保険金
被保険者がケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご加入の保険金額の
全額をお支払いします。
（注） 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を保険金額から控除してお支

払いします。
後遺障害保険金
被保険者がケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の
程度に応じて、ご加入の死亡保険金額の4％～100％をお支払いします。
（注） お支払いする保険金は、保険期間を通じて、ご加入の死亡保険金額が限度となります。
入院保険金
被保険者がケガにより入院した場合に、［ご加入の保険金日額×入院日数］をお支払いします。
（1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象）
通院保険金
被保険者がケガにより通院（通院に準じた状態（※1）および往診を含みます。）した場合に、
［ご加入の保険金日額×通院日数］をお支払いします。（1事故につき、事故日を含めて180日
以内の通院のうち90日限度）
（※1） 骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位（長管骨・脊柱など）を固定する

ためにギプスなど（※2）を常時装着した状態をいいます。
（※2） 固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体

内に挿入された器具は含みません。

手術保険金
被保険者がケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払い
します。（1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度）
①入院中に受けた手術の場合　［入院保険金日額×10］
②①以外の手術の場合　［入院保険金日額×5］
■保険金をお支払いしない主な場合
次の事由によって生じたケガなど
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
● 自動車・バイク・原動機付自転車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての
運転中に被ったケガ
● 病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ（例えば歩行中に病気により意識を喪失
し転倒したためにケガをした場合など）
● 入浴中の溺水（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、
保険金をお支払いします。）
●妊娠・出産・早産
●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
● 特に危険な運動中のケガ（ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビン
グ、ハンググライダー搭乗など）
●戦争・革命・内乱・暴動
●放射線照射・放射能汚染 …など

●地震などによる傷害（ケガ）の補償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 　      
地震・噴火・津波危険補償
■保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガをした場合に、「ケガをしたときの補償」の

死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金、手術保険金をお支払いします。
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˙৽نՃ入

˙中్Ճ入

ʢⵀ͓߇·٬͞Ͱ͢ɻʣ
ֻۚ࠲ޱৼସͱͳΓ·͢ͷͰೖ会ਃࠐॻ݉Ճೖґཔॻͷۚ༥ؔػཝ͝هೖɾ͝ ೀҹ͍ͩ͘͞ɻ

（�݄1日加入）

口座ৼସ日ɿ�݄12日（金༥ؔػがٳ日の場合ཌӦۀ日）

ʤܧଓ加入の࠲ޱৼସɿຖ�݄��ʢۚ༥ٳ͕ؔػの߹ཌӦۀʣʥ
ଓ͞れ·͢のͰखଓ͖ෆཁͰ͢ɻܧʹৼସʹΑΓࣗಈత࠲ޱҎ߱ɺ࣍˞

ʲ補償期間ɿ加入日（ຖ݄̍ 日）ʙ
　　　　　2021年̐ ݄̍ 日ޕ後̐ ʳ࣌

ˎ੍度に保険期間の中途で加入しͨ場合、入院څ金（�ϖʔδ）の͓支払い対象期間Լදのと͓りとなります。පؾによる
入院にͭいて、ご加入日（補償の։࢝日）からͦの日をؚΊて30日をܦաしͨ日のཌ日Ҏ߱に։࢝しͨ入院が͓支払いの
対象となりますのでごҙくͩさい。

˞加入͕�݄̍ のઃఆ͋Γ·ͤΜɻ

加入日 掛 �金 �ද �（保険ྉ）
�����݄�ࡏݱ

�݄1日
�݄1日
�݄1日
�݄1日
�݄1日
10݄1日
11݄1日
12݄1日
1݄1日
2݄1日

�����ԁ
�����ԁ
�����ԁ
�����ԁ
�����ԁ
�����ԁ
����ԁ
����ԁ
����ԁ
����ԁ

ʢ�����ԁʣ
ʢ�����ԁʣ
ʢ�����ԁʣ
ʢ�����ԁʣ
ʢ�����ԁʣ
ʢ����ԁʣ
ʢ����ԁʣ
ʢ����ԁʣ
ʢ����ԁʣ
ʢ����ԁʣ

క　　日ɿ

ʢ࣍Ҏ߱ɺֻ ۚ࠲ޱৼସͱͳΓ·͢ͷͰɺೖ会ਃࠐॻ݉Ճೖґཔॻͷۚ༥ؔػཝ͝هೖɾ͝ ೀҹ͍ͩ͘͞ɻʣ

被保険者ʢิঈͷରऀʣ

加入ํ法・掛金

తো͕͍ऀࣇ·ͨࣗดऀࣇ

補償期間ʢอݥͷ͝ܖؒظʣ
����݄͔̐̍Β����݄̐̍࣌̐ޙޕ·Ͱͷ̍ؒ

× ×
ظػ ʢؒ��ʣ

中途加入日（補償։࢝日） 30日
��Ҏ߱ʹ։ͨ࢝͠ೖӃ͕͓ࢧ͍ͷରͰ͢ɻ
ʢͨͩ͠ॴఆͷཁೖӃҎ্ͷೖӃͷ߹ʣ◎

× ◎த్ՃೖҎ߱ʹൃੜͨ͠έΨʹΑΔೖӃ͕͓ࢧ͍ͷରͰ͢ɻ

පؾによる入院

έΨによる入院

⬣
⬡
⬟

కʜ
Ճೖʜకͷཌ݄ͷ�
ֻɹۚʜॳͷֻۚӈهͷֻۚදͰ֬͝ೝͷ͏͑ɺ
ɹɹɹɹక·Ͱʹࢦఆͷ࠲ޱ·Ͱ͓ৼΓࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ
˞த్加入の߹ɺॳのֻۚ࠲ޱৼସͰ͖·ͤΜɻ
ଓ͞れ·͢のͰखଓ͖ෆཁͰ͢ɻܧʹৼସʹΑΓࣗಈత࠲ޱҎ߱ɺ࣍˞

ˎֻۚʹ੍ӡӦඅؚ͕·れ͍ͯ·͢ɻ
ˎอݥྉաڈの࣮Λͱʹ加入ऀ�����໊Ҏ্の߹のଟׂҾΛ
ద༻ͨ͠のͰ͢ɻ

˙掛金ʜ�22000ԁʢอݥྉ������ԁʣ

ೖ会ਃࠐॻ݉Ճೖґཔॻʹ͝هೖɾ͝ ॺ໊ͷ্ɺⴺɾⴼɾⴾΛࣄہ͓ग़͍ͩ͘͠͞ɻ

3݄10日

（3݄10日Ҏ߱に加入される場合）
ೖ会ਃࠐॻ݉Ճೖґཔॻʹ͝هೖɾ͝ ॺ໊ͷ্ɺࣄہ͓ग़͍ͩ͘͠͞ɻ

ৄ͘͠ɺࣄہ·Ͱ͓͍߹͍ͤͩ͘͞ɻ

ຖ݄��
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৽نՃೖ ʢऀࡢのۚݱਃؚऀࠐΉʣ ଓՃೖऀத్Ճೖऀܧ

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

【ご加入の流れ】

ʲݸਓใͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯ  r 契約者である団体は、入会申込書兼加入依頼書に記載された個人情報をこの保険の引受保険会社に提供します。
 引受保険会社における個人情報の取扱いについては、重要事項説明書にてご確認ください。

݄̐ ̍

݄̑ ্०

݄̑ 2̍

̎̌ ���݄ࠒ

ิঈ͕։࢝͞Ε·͢ɻ

Ճೖऀূ݉ৼସҊ͕Ճೖऀॅॴʹૹ͞Ε·͢ɻ

ΑΓֻ͕ۚ࠲ޱߦ͘͠Ώ͏ͪΐۜߦఆͷۜࢦ͝
Ҿམ͠͞Ε·͢ɻʢٳͷ߹ཌӦۀͱͳΓ·͢ɻʣ

த్加入の場合、ॳのֻۚおৼࠐΈ͕
ඞ要Ͱす。
次Ҏ߱、࠲ޱৼସにΑΓࣗಈతにܧଓ
さΕ·すのͰ、खଓ͖ෆ要Ͱす。

。ଓҊ͕ૹさΕ·すܧ

�����݄ࠒ

ཌ݄�

補償։࢝ཌ্݄०

補償͕։࢝さΕ·す。

加入ऀূ͕加入ऀॅॴにૹさΕ·す。

。ଓҊ͕ૹさΕ·すܧ

̎̌ ���݄ࠒ

݄̑ 2̍

݄̑ ্०

�݄�

݄̎ ࠒ
。ଓҊ͕ૹさΕ·すܧ
	ごܖ༰ΛมߋさΕる場合、ઐ༻のฦ৴༻ϋΨΩ
にඞ要߲ࣄΛご記入の͏͑ॺ໊、ೀҹͯ͠ฦ৴ͯ͠くだ
さい。ごܖ༰のมߋのͳい場合ฦ৴ෆ要Ͱす。ʣ

補償͕։࢝さΕ·す。

加入ऀূ݉ৼସҊ͕加入ऀॅॴにૹさΕ·す。

ごࢦఆのۜߦ͠くΏ͏ͪΐۜ࠲ޱߦΑΓֻ͕ۚ
Ҿམ͠さΕ·す。ʢٳの場合ཌӦۀͱͳΓ·す。ʣ

ଓ֬ೝͷҊ͕ૹ͞ܧՃೖ͞Εͨํࠓ
Ε·͢ɻಉ͡͝ܖ༰Ͱܧଓ͞ΕΔํ৽ͨ
ͳՃೖखଓ͖ෆཁͰ͢ɻ

3݄10·Ͱʹ

ೖ会ਃࠐॻ݉ՃೖґཔॻΛࣄہ·Ͱ͝ఏग़
͍ͩ͘͞ɻ

入会ਃࠐॻ݉加入ґཔॻΛࣄہ·Ͱごఏग़
ください。�ϖーδのֻۚදΛご֬ೝの͏͑、
ֻۚΛおৼࠐΈください。

ຖ݄20·Ͱʹ

次の場合、下記へご連絡ください。
（1）補償期間中にこの制度の対象となる事故（ケガや病気、個人賠償事故等）にあわれた場合は、担当代理店・扱者または引受保険会社に事故発生の日か

らその日を含めて30日以内に事故発生の状況およびケガや損害の程度についてご通知ください。その後の手続きについてご案内します。正当な理由
無くご通知をいただけない場合などには、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いしますので、ご注意ください。

（2）後日お配りする加入者証の記載内容に変更があったとき（例えば住所変更など）
（3）保険の内容あるいは手続きについてのお問い合わせ
（4）団体の構成員（会員）でなくなった場合（補償を継続できなくなるため）

引受保険会社の損害保険募集人は保険契約の締結の代理権を有しています。
このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細については担当代理店・扱者または引受保険会社にお問い合わせください。

 

■引受保険会社

■担当代理店・扱者■事務局

（X-XXXXXX XXXX-XX）

加入に関するお問い合わせ先 補償に関するお問い合わせ先

ケ ガ

急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、摂取したことによる急性中毒を含
みます。ただし、細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を除きます。
●「急激」とは、突発的に発生し事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
●「偶然」とは、事故の発生原因または結果の一方、または両方が被保険者によって予知できないこと
●「外来」とは、被保険者の身体外部からの作用によること
をいいます。上記３要件に該当しない、例えば、「日焼け」、「しもやけ」、「低温やけど」、「疲労骨折」、「テニス肘」、「野球肩」などは、保険金支払いの対象
となりません。

手 術 健康保険などの公的医療保険の給付対象として定められている手術および先進医療に該当する手術をいいます。
ただし、創傷処理、皮膚切開術、骨・関節の非観血的整復術、抜歯手術などの手術は補償の対象になりません。

被保険者 保険の対象となる方または保険の補償を受けられる方をいいます。
保 険 金 補償の対象となる事由が生じた場合に引受保険会社が支払う金銭をいいます。
保険金額 ご契約にあたり引受保険会社とご契約者との間で定める金額（ご契約金額）で、引受保険会社が支払う保険金の額または保険金の限度額をいいます。

用語の説明

https://www.aig.co.jp/sonpo

受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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一般社団法人●●●●●●●サポート協会

 

 
（加入依頼書等送付先）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEL:03-5321-3373
FAX:03-5321-4774

株式会社ジェイアイシー
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11　新宿三井ビル2号館2F　

〒163-0814 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSビル14階
東京第二プロチャネル営業部

TEL:03-6894-9110




